
南部水道企業団指定給水装置工事事業者 新規・変更時申請のご案内 

◆ 南部⽔道企業団給⽔条例の適応される区域（南風原町、⼋重瀬町）における給⽔装置の⼯事は、 

南部⽔道企業団給⽔条例第 7 条第１項により「指定」を受けた者が施⼯することになっています。 

◆ この「指定」を受けるための手続きは、以下のとおりです。 

◆ 本申請様式は⽔道法及び⽔道法施⾏規則に基づき作成されています。 

【指定の申請に必要な書類】 

№ 個人 法人 申請の際に、お持ちいただくもの 備考 

１ 〇 〇 
「指定給水装置工事事業者指定申請書」（様式第１） 表面と裏面があります。 

（両方記入してください） 

２ 〇 〇 「機械器具調書」（別表）  

３ 〇 〇 「誓約書」（様式第２）  

４ ― 〇 
定款の写し 直近のものを添付してくださ

い。 

５ ― 〇 
登記事項証明書又は登記簿謄本 発行日から３ヶ月以内ものを

添付してください。 

６ 〇 〇 「給水装置工事主任者選任・解任届出書」（様式第３）  

７ 〇 〇 
選任される主任技術者の免状又は技術者証（原本又は

写し） 

（様式３）の内容確認に必要

です。 

※変更時は新規 

【申請手数料、その他】 

 ・指定の申請     １３，０００円 

 ・指定⽇までの期間は、申請から２週間程度です。 

 

南部水道企業団 管理課 給水班窓口 

電 話 ０９８‐９９８‐２８９７ 

F A X ０９８‐９９８‐２０４９ 

〒９０１‐０４９４ 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１４７３番地２ 

 

 



様式第１ 

指定給水装置工事事業者（新規・更新）指定申請書 

南 部 水 道 企 業 団 

企 業 長 殿 

                年   月   日 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

申 請 者 氏名又は名称 ㈱南水建設
ﾅ ﾝ ｽ ｲ ｹ ﾝ ｾ ﾂ

 

住  所   〒〇〇〇‐〇〇〇〇 

代表者氏名  南水 太郎       印 

                 T E L  〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 

 

 水道法第 16 条の 2 第 1 項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けたいの

で、同法第 25 条の 2 第 1 項の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の指名 

氏    名
フ リ ガ ナ

 氏    名
フ リ ガ ナ

 

代表取締役 南水
ﾅ ﾝ ｽ ｲ

 太郎
ﾀ ﾛ ｳ

 

監査役   南水
ﾅ ﾝ ｽ ｲ

 三郎
ｻ ﾌ ﾞ ﾛ ｳ

 

取締役 南水
ナンスイ

 二郎
ジ ロ ウ

 

業務の範囲 
管工事業 

 

機械器具の名称、性能及び数 別紙のとおり 

添付書類 

① 誓約書（様式 2 号） 

② 機械器具調書（別表） 

③ 法人の場合：定款及び登記事項証明書 

  個人の場合：住民票 

④ 給水装置工事主任者（選任・解任）届出書 免状添付 

※以下 企業団仕様欄（記入しないでください。） 

受付 係 申請代 収入済印 

  13,000 円  

 

申請される日付を記入

してください。 

申請は、住民票・登記事項証

明書等の記載どおり記入し

てください。 

代表者印鑑を押して

ください。 

個人事業者は実印 

「業務の範囲」の欄に、給水工事に関

する事業を行う事が明確に確認出来

る項目のあることが必要です。 

例）管工事業、給排水設備工事、水道

工事業等 

「機械器具調書」に記入して

ください。 














